
報告第５ 号 

 

 

三次市教育委員会共催及び後援に関する 取扱要綱の制定について  

 

 

 三次市教育委員会共催及び後援に関する 取扱要綱（ 令和８ 年三次市教育委員会

告示第１ ９ 号） を 定めた ので、 別紙のと おり 報告する 。  

 

 

  令和８ 年５ 月２ ５ 日提出 

 

 

三次市教育委員会教育長 迫 田 隆 範  

 



三次市教育委員会告示第１ ９ 号 

 

 

三次市教育委員会共催及び後援に関する 取扱要綱を 次のよ う に定める 。  

 

 

  令和８ 年５ 月２ ０ 日 

 

 

三次市教育委員会教育長 迫 田 隆 範  

 

 

   三次市教育委員会共催及び後援に関する 取扱要綱 

 

（ 趣旨）  

第１ 条 こ の告示は、 学校教育、 社会教育、 生涯学習、 ス ポ ーツ 及び文化芸術の

普及並びに振興に寄与する 事業に対し 、 三次市教育委員会（ 以下「 教育委員会」

と いう 。 ） の共催及び後援の名義使用に係る 承認基準、 手続等に関し 、 必要な

事項を 定める も のと する 。  

（ 定義）  

第２ 条 こ の告示における 用語の意義は、 次に掲げる と おり と する 。  

⑴ 共催 事業の企画及び運営に参加し 、 共同主催者と し て の責任の一部を 負

担する こ と を いう 。  

⑵ 後援 事業の趣旨に賛同し 、 その実施を 支援する こ と を いう 。  

（ 承認基準）  

第３ 条 教育委員会は、 事業の主催者から 申請があ っ た と き は、 次に掲げる 基準

によ り 審査の上、 共催又は後援の名義使用に係る 承認の可否を 決定する も のと

する 。  

⑴ 教育委員会が共催又は後援を 承認する 事業の主催者は、 次の全て に該当す

る 者でな け ればな ら な い。  

1



ア  学校教育、 社会教育、 生涯学習、 ス ポーツ 及び文化芸術の普及並びに振

興に寄与する 団体等であ る こ と 。  

イ  市内に事務所を 置き 、 組織が明確かつおおむね市全域を 対象と し た 規模

であ り 、 そ の運営が適切な 団体等であ る こ と 。 た だし 、 全国大会、 県大会

が本市で開催さ れる 場合や教育委員会が特に必要と 認める 場合は、 こ の限

り でな い。  

ウ  宗教団体又は政治団体に直接関係がな いこ と 。  

エ 団体等の代表者、 役員等が、 三次市暴力団排除条例（ 平成２ ３ 年三次市

条例第１ ８ 号） 第２ 条第２ 号又は第３ 号に規定する 暴力団員又は暴力団員

等でな いこ と 。  

オ 過去にこ の告示によ る 承認を 取り 消さ れた 場合は、 相当の期間を 経過し

て いる こ と 。  

⑵ 教育委員会が共催又は後援を 承認する 事業は、 次の全て に該当する も ので

な け ればな ら な い。  

ア  市教育行政の基本方針に沿い、 学校教育、 社会教育、 生涯学習、 ス ポ ー

ツ 及び文化芸術の普及並びに振興を 図る も ので公益性が高いも のであ る こ

と 。  

イ  事業の開催地は、 原則と し て 本市であ る こ と 。 た だし 、 市民の広い参加

が期待でき る 場合は、 こ の限り でな い。  

ウ  おおむね市全域を 対象と し た 事業であ る こ と 。  

エ 衛生、 災害、 事故防止等について 、 十分配慮さ れて いる こ と 。  

２  前項の規定にかかわら ず、 事業内容が次のいずれかに該当する と 認めら れる

場合には、 承認し な いも のと する 。  

⑴ 宗教目的又は政治目的と 認めら れる も の 

⑵ 営利目的と 認めら れる も の 

⑶ 公序良俗に反し 、 又はその恐れがあ る も の 

⑷ そ の他承認する こ と が不適当と 認めら れる も の 

（ 申請手続）  

第４ 条 共催又は後援の名義使用に係る 承認を 受け よ う と する 者（ 以下「 申請者」

と いう 。 ） は、 事業開催日の原則３ ０ 日前ま でに三次市教育委員会共催及び後

2



援名義使用承認申請書（ 様式第１ 号） に、 次に掲げる 書類を 添え て 教育委員会

に提出し な ければな ら な い。  

⑴ 事業の具体的内容を 明ら かにする 書類 

⑵ 料金を 徴収する 事業にあ っ て は、 収支の分かる 書類 

⑶ 団体規約、 会則その他こ れら に類する も の又は主催者の概要が分かる 書類 

⑷ 返送先を 明記し 、 切手を 貼付し た 返信用封筒（ 次条に規定する 通知書の郵

送を 希望する 場合）  

⑸ そ の他、 教育委員会が必要と 認める 書類 

（ 決定及び通知）  

第５ 条 教育委員会は、 前条の申請があ っ た と き はその内容を 審査し 、 前条の申

請を 承認し た と き は三次市教育委員会共催及び後援名義使用承認通知書（ 様式

第２ 号） を 、 承認し な いと き は三次市教育委員会共催及び後援名義使用不承認

通知書（ 様式第３ 号） によ り 、 申請者に通知する も のと する 。  

（ 遵守事項）  

第６ 条 承認を 受け た 者は、 次の事項を 遵守し な け ればな ら な い。  

⑴ 申請内容に変更が生じ た 場合は、 速やかに教育委員会に届け 出る こ と 。  

⑵ 事業実施に当た っ て は、 関係法令を 遵守し 、 事故防止に万全を 期すこ と 。  

⑶ 万が一事故が発生し た 場合は、 承認を 受け た 者の責任において 処理する こ

と 。 た だし 、 共催事業について は、 別途協議によ り 対応する 。  

（ 承認の取消し ）  

第７ 条 教育委員会は、 承認を 受け た 者が次の各号のいずれかに該当する と き は、

承認を 取り 消すこ と ができ る 。  

⑴ 申請内容に虚偽があ っ た と き 。  

⑵ 第３ 条第１ 項の基準に適合し な く な っ た と 認める と き 。  

⑶ 第３ 条第２ 項に該当する と 認める と き 。  

⑷ 教育委員会の信用を 傷つけ る 行為を し た と き 。  

⑸ そ の他、 教育委員会が承認する こ と が適当でな いと 認めた と き 。  

２  教育委員会は、 前項の規定によ り 承認を 取り 消し た と き は、 その旨を 承認を

受けた 者に通知する も のと する 。  

３  教育委員会は、 共催又は後援の承認の取消し によ り 損害が生じ て も 、 賠償等
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の責任を 負わな いも のと する 。  

（ 実績報告）  

第８ 条 教育委員会は、 必要があ る と 認める と き は、 承認を 受け た 者に対し 実績

報告書の提出を 求める こ と ができ る 。  

 （ 承認の特例）  

第９ 条 国、 公共団体、 公共的団体又はそ れに準ずる 団体、 報道機関等の主催又

は後援する 事業について は、 その都度検討する 。  

（ その他）  

第１ ０ 条 こ の告示に定める も ののほか、 必要な 事項は、 教育委員会が別に定め

る 。  

   附 則 

こ の告示は、 令和８ 年６ 月１ 日から 施行する 。  
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様式第１ 号（ 第４ 条関係）  

 

三次市教育委員会共催及び後援名義使用承認申請書 

 

年  月  日 

 

三次市教育委員会 様 

（ 申請者）  

所在地：  

団体等名：  

代表者職・ 氏名：           

 

次の事業を 実施する に当た り 、 三次市教育委員会の 共催・ 後援 の承認を 受

けた いので申請し ま す。  

な お、 万が一の事故等について は、 申請者の責任において 対応する こ と を 誓約

し ま す。  

事業区分 学校教育 ・  社会教育 ・  生涯学習 ・  ス ポーツ  ・  文化芸術 

事業名( 行事名)   

主催者名  

開催年月日 
     年  月  日（  ） から  

     年  月  日（  ） ま で（   日間）  

開催場所 
施設名  

所在地  

他の後援等予定団体名  

事業目的  

事業概要  

対象( 予定人数)                    （     人）  

参加料等有無 □無料 □有料（                ）  

問い合わせ 
担当者氏名  電話番号  

メ ールア ド レ ス   

添付書類  

⑴ 事業の具体的内容を 明ら かにする 書類 

⑵ 料金を 徴収する 事業にあ っ て は、 収支の分かる 書類 

⑶ 団体規約、 会則その他こ れら に類する も の又は主催者の概要が分かる 書類 

⑷ 返送先を 明記し 、 切手を 貼付し た 返信用封筒（ 通知書の郵送を 希望する 場合）  

⑸ その他、 教育委員会が必要と 認める 書類  
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様式第２ 号（ 第５ 条関係）  

 

三次市教育委員会共催及び後援名義使用承認通知書 

 

第   号 

年  月  日 

 

      様 

 

三次市教育委員会 

 

年  月  日付け で申請のあ っ た 事業について 、 次の条件を 付し

て 承認し ま す。  

 

１  事業名 

 

２  承認内容  共催・ 後援 

 

３  条件 

 ⑴ 使用を 承認する 名義は、 「 三次市教育委員会」 と する 。  

⑵ 事業の実施に当た っ て は、 申請内容を 遵守する こ と 。  

⑶ 事故発生時等は、 承認を 受け た 者の責任において 速やかに対応する こ と 。  

 

４  承認の取消し  

次の場合は承認を 取り 消し ま す。 な お、 共催又は後援の承認取消し によ り 損

害が生じ た 場合であ っ て も 、 教育委員会は賠償等の責任は負いま せん。  

 ⑴ 申請内容に虚偽があ っ た と き 。  

⑵ 三次市教育委員会共催及び後援に関する 取扱要綱第３ 条第１ 項の基準に適

合し な く な っ た と 認める と き 。  

⑶ 三次市教育委員会共催及び後援に関する 取扱要綱第３ 条第２ 項に該当する

と 認める と き 。  

⑷ 教育委員会の信用を 傷つけ る 行為を し た と き 。  

⑸ そ の他、 教育委員会が承認する こ と が適当でな いと 認めた と き 。  
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様式第３ 号（ 第５ 条関係）  

 

三次市教育委員会共催及び後援名義使用不承認通知書 

 

第   号 

年  月  日 

 

      様 

 

三次市教育委員会 

 

年  月  日付け で申請のあ っ た 事業について 、 審査の結果、 次の理

由によ り 承認し ま せん。  

 

１  事業名 

 

２  理由 
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